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衆
議
院
議
員
金
田
誠
一
君
提
出
小
泉
政
権
に
お
け
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
認
識
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
に
つ
い
て

種
々
の
情
報
を
総
合
的
に
勘
案
す
れ
ば
、
オ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ン
の
率
い
る
ア
ル
・
カ
イ
ダ
が
、
お
尋
ね
の
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
（
以
下
「
米
国
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
「
同
時
多
発
テ
ロ
」
（
以
下
「
今
回
の
テ
ロ
攻
撃
」
と
い
う
。
）
に
関

与
し
て
い
る
と
の
米
国
の
説
明
は
、
政
府
と
し
て
十
分
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
オ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ン
が
、
例
え
ば
、
平
成
十
一
年
一
月
十
一
日
発
行
の
米
国
の
雑
誌
タ
イ
ム
に

掲
載
さ
れ
た
記
事
に
お
い
て
、
記
者
の
質
問
に
答
え
る
形
で
、
「
マ
ホ
メ
ッ
ト
が
生
誕
し
コ
ー
ラ
ン
が
彼
に
啓
示
を
与
え
た

地
の
至
る
所
で
異
教
徒
が
う
ろ
つ
い
て
い
る
。
（
中
略
）
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
怒
っ
て
い
る
。
米
国
人
は
、
自
分
達
が
行
う
不

正
義
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
世
界
か
ら
の
反
発
を
覚
悟
す
べ
き
で
あ
る
。
（
中
略
）
米
国
に
対
す
る
攻
撃
は
宗
教
上
の
義
務
で

あ
り
、
（
中
略
）
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
い
わ
ゆ
る
超
大
国
米
国
の
伝
説
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
。
」

と
述
べ
、
今
回
の
テ
ロ
攻
撃
に
つ
い
て
も
、
平
成
十
三
年
十
月
八
日
に
ア
ル
・
ジ
ャ
ズ
ィ
ー
ラ
衛
星
放
送
に
よ
っ
て
放
映
さ

れ
た
ビ
デ
オ
・
テ
ー
プ
の
映
像
に
お
い
て
、
「
我
々
が
我
々
の
地
及
び
パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
い
て
安
全
と
安
心
を
感
じ
る
こ
と

が
な
い
限
り
、
米
国
は
夢
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
米
国
に
住
む
者
は
安
全
と
安
心
を
享
受
す
る
こ
と
は
な
い
と
偉
大
な
る
神

一



に
誓
う
。
」
と
述
べ
る
な
ど
、
か
ね
て
か
ら
米
国
の
対
イ
ス
ラ
ム
諸
国
政
策
を
強
く
批
判
す
る
見
解
を
表
明
し
て
き
て
い
る

と
承
知
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
、
オ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ン
が
右
の
よ
う
な
見
解
を
含
む
独
自
の

主
義
主
張
を
有
し
て
お
り
、
今
回
の
テ
ロ
攻
撃
は
、
そ
の
よ
う
な
主
義
主
張
に
基
づ
き
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
テ
ロ
リ

ズ
ム
に
当
た
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

平
成
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
に
提
出
し
た
御
指
摘
の
答
弁
書
の
引
用
部
分
は
、
平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
等
に
対
応
し
て
行
わ
れ
る
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
達
成
の
た
め
の
諸

外
国
の
活
動
に
対
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
及
び
関
連
す
る
国
際
連
合
決
議
等
に
基
づ
く
人
道
的
措
置
に
関
す
る
特
別

措
置
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
第
一
条
に
い
う
「
テ
ロ
攻
撃
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
脅
威
」
の
意
味
を

述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
同
答
弁
書
提
出
時
に
お
け
る
政
府
の
認
識
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。

二
の
�
に
つ
い
て

一
般
国
際
法
上
、
あ
る
国
家
が
自
衛
権
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
は
、
国
家
又
は
国
民
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
急
迫
不
正

の
侵
害
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
を
排
除
す
る
の
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
こ
と
、
必
要
最
小
限
度
の
実
力
の
行
使
で
あ
る
こ

二



と
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
お
り
、
国
際
連
合
憲
章
（
以
下
「
国
連
憲
章
」
と
い
う
。
）
第
五
十
一
条
は
、
こ
の
憲
章
の
い

か
な
る
規
定
も
、
国
際
連
合
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び

安
全
の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
、
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
旨
規

定
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

例
え
ば
、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
千
三
百
七
十
三
号
に
お
い
て
、
安
全
保
障
理
事
会
は
、
国
連
憲
章
第
七
章

の
下
に
行
動
し
て
、
す
べ
て
の
国
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
行
う
者
へ
の
資
金
提
供
の
防
止
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を

決
定
す
る
一
方
、
国
連
憲
章
に
い
う
「
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
」
に
つ
い
て
改
め
て
言
及
し
て
お
り
、
そ

の
意
味
で
、
こ
の
決
議
は
今
回
の
テ
ロ
攻
撃
に
対
応
し
て
米
国
等
が
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
得
る
こ
と
を
確

認
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
陸
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
及
中
立
人
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」
（
明
治
四
十
五
年
条
約
第
五
号
）

及
び
「
海
戦
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
中
立
国
ノ
権
利
義
務
ニ
関
ス
ル
条
約
」
（
明
治
四
十
五
年
条
約
第
十
二
号
）
は
、
現
在
も
有

三



効
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
記
名
国
ニ
非
サ
ル
諸
国
」
が
お
尋
ね
の
両
条
約
に
「
加
盟
」
す
る
場
合
や
「
締
約
国
」
が
お
尋
ね

の
両
条
約
を
「
廃
棄
」
す
る
場
合
は
、
両
条
約
の
関
係
規
定
（
前
者
の
条
約
に
つ
い
て
は
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
四
条
、

後
者
の
条
約
に
つ
い
て
は
第
三
十
条
及
び
第
三
十
二
条
）
に
基
づ
い
て
手
続
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
国
際
法
上
一
般
に
戦
争
が
違
法
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の

で
、
戦
争
が
違
法
化
さ
れ
た
国
連
憲
章
の
下
で
は
、
戦
争
が
違
法
で
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
た
「
中
立
国
」
と
い
う
概
念
は

用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
現
在
で
は
、
お
尋
ね
の
両
条
約
に
お
け
る
中
立
国
に
係
る
規
定
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
一
般
論
と
し
て
言
え
ば
、
戦
争
犠
牲
者
の
保
護
と
い
っ
た
国
際
人
道
法
の
基
本
原
則
に
係
る

規
定
等
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
状
況
の
下
で
は
、
基
本
的
に
こ
れ
ら
に
従
っ
た
取
扱
い
が
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、

そ
の
他
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
確
定
的
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

四


